
１２６ 

３ 承認第４号関係 

 おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例  

新旧対照表（抜粋） 

改 正 後 現 行 

 （最低基準の目的） 

 第３条 この条例に定める基準（次項及び次条にお

いて「最低基準」という。）は、放課後児童健全

育成事業を利用している児童（以下「利用者」と

いう。）が、明るくて、衛生的な環境において、

素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支

援により、心身ともに健やかに育成されることを

保障するものとする。 

 

 

２ 町は、最低基準を常に向上させるように努める

ものとする。 

（最低基準の向上）  

第３条の２ 町長は、児童の保護者その他児童福祉

に係る当事者の意見を聴き、放課後児童健全育成

事業を行う者（以下「放課後児童健全育成事業者」

という。）に対し、最低基準を超えて、その設備

及び運営を向上させるように勧告することがで

きる。 

 

２ 町は、最低基準を常に向上させるように努める

ものとする。 

 

（最低基準と放課後児童健全育成事業者） （最低基準と放課後児童健全育成事業者） 

第４条 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を

超えて、常に、その設備及び運営を向上させなけ

ればならない。 

第４条 放課後児童健全育成事業を行う者（以下

「放課後児童健全育成事業者」という。）は、最

低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上

させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をし

ている放課後児童健全育成事業者においては、最

低基準を理由として、その設備又は運営を低下さ

せてはならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をし

ている放課後児童健全育成事業者においては、最

低基準を理由として、その設備又は運営を低下さ

せてはならない。 

 ３ 町長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当

事者の意見を聴き、放課後児童健全育成事業者に

対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向

上させるように勧告することができる。 

（職員） （職員） 

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童

健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置か

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童

健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置か



１２７ 

改 正 後 現 行 

なければならない。 なければならない。 

２ 略 ２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者であって、都道府県知事が行う研修を修

了したものでなければならない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者であって、都道府県知事が行う研修を修

了したものでなければならない。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第

４条に規定する免許状を有する者 

(4) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭とな

る資格を有する者 

(5)～(9) 略 (5)～(9) 略 

 (10) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事

した者であって、町長が適当と認めたもの 

 

 


